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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２以上の光源を備えた光書込装置であって、
　独立に駆動可能な２以上の光源であって、感光体の副走査方向に離間して設置され、前
記２以上の光源から射出される各ビームの前記感光体面への到達距離の異なる前記２以上
の光源と、
　前記２以上の光源から射出された２以上のビームのタイミング制御データ間の位相を、
各ビームの主走査方向に連続した前記感光体上のビーム位置のずれ量に基づいて決定され
た量であって、前記ビーム位置に応じて異なる位相変化量だけ変更する位相制御手段と、
　前記位相制御手段により位相が変更された各ビームそれぞれのタイミング制御データを
同一クロックで変調する変調手段と
を備えたことを特徴とする光書込装置。
【請求項２】
　第１の光源と第２の光源を備え、
　前記位相制御手段は、前記第１の光源から射出された第１ビームの前記タイミング制御
データの位相を前記位相変化量だけ変化させ、
　前記変調手段は、前記位相が変更された後の前記第１ビームの前記タイミング制御デー
タおよび前記第２の光源から射出された第２ビームのタイミング制御データを同一クロッ
クで変調することを特徴とする請求項１に記載の光書込装置。
【請求項３】
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　３以上の光源を備え、
　前記位相制御手段は、前記３以上光源から射出された３以上のビームのうち第１ビーム
以外のビームの前記タイミング制御データの位相を前記位相変化量だけ変化させ、
　前記変調手段は、前記第１ビームの前記タイミング制御データ、および前記位相制御手
段によって位相が変更された後の前記第１ビーム以外のビームの前記タイミング制御デー
タを同一クロックで変調することを特徴とする請求項１に記載の光書込装置。
【請求項４】
　前記感光体の主走査方向の両端に設置された２つの光センサと、
　前記２以上のビームそれぞれの出射光が前記２つの光センサに対応する前記主走査方向
の位置を走査したタイミングに基づいて、前記主走査方向において前記位相変化量を変化
させる変化幅を決定する位相変化量決定手段と
をさらに備え、
　前記位相制御手段は、前記変化幅内で前記位相を異ならせることを特徴とする請求項１
に記載の光書込装置。
【請求項５】
　２以上の光源を備えた画像形成装置であって、
　独立に駆動可能な２以上の光源であって、感光体の副走査方向に離間して設置され、前
記２以上の光源から射出される各ビームの前記感光体面への到達距離の異なる前記２以上
の光源と、
　前記２以上の光源から射出された２以上のビームのタイミング制御データ間の位相を、
各ビームの主走査方向に連続した前記感光体上のビーム位置のずれ量に基づいて決定され
た量であって、前記ビーム位置に応じて異なる位相変化量だけ変更する位相制御手段と、
　前記位相制御手段により位相が変更された各ビームそれぞれのタイミング制御データを
同一クロックで変調する変調手段と
を備えたことを特徴とする画像形成装置。
【請求項６】
　２以上の光源を備えた光書込装置における光書込方法であって、
　前記光書込装置は、独立に駆動可能な２以上の光源であって、感光体の副走査方向に離
間して設置され、前記２以上の光源から射出される各ビームの前記感光体面への到達距離
の異なる前記２以上の光源を備え、
　前記２以上の光源から射出された２以上のビームのタイミング制御データ間の位相を、
各ビームの主走査方向に連続した前記感光体上のビーム位置のずれ量に基づいて決定され
た量であって、前記ビーム位置に応じて異なる位相変化量だけ変更する位相制御ステップ
と、
　前記位相制御ステップで位相が変更された各ビームそれぞれのタイミング制御データを
同一クロックで変調する変調ステップと
を有することを特徴とする光書込方法。
【請求項７】
　前記光書込装置は、第１の光源と第２の光源を備え、
　前記位相制御ステップでは、前記第１の光源から射出された第１ビームの前記タイミン
グ制御データの位相を前記位相変化量だけ変化させ、
　前記変調ステップでは、前記位相が変更された後の前記第１ビームの前記タイミング制
御データおよび前記第２の光源から射出された第２ビームのタイミング制御データを同一
クロックで変調することを特徴とする請求項６に記載の光書込方法。
【請求項８】
　前記光書込装置は、３以上の光源を備え、
　前記位相制御ステップでは、前記３以上光源から射出された３以上のビームのうち第１
ビーム以外のビームの前記タイミング制御データの位相を前記位相変化量だけ変化させ、
　前記変調ステップでは、前記第１ビームの前記タイミング制御データ、および前記位相
制御ステップで位相が変更された後の前記第１ビーム以外のビームの前記タイミング制御
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データを同一クロックで変調することを特徴とする請求項６に記載の光書込方法。
【請求項９】
　前記２以上のビームそれぞれの出射光が、前記感光体の主走査方向の両端に設置された
２つの光センサに対応する前記主走査方向の位置を走査したタイミングに基づいて、前記
主走査方向において前記位相変化量を変化させる変化幅を決定する位相変化量決定ステッ
プをさらに有し、
　前記位相制御ステップでは、前記変化幅内で前記位相を異ならせることを特徴とする請
求項６に記載の光書込方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の光源を用いた光書込装置、画像形成装置および光書込方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、画像信号に応じて、独立に駆動可能な複数の光源から出射されるビームそれぞれ
が感光体面に入射することにより、光書込が行われる光書込装置が知られている。このよ
うに複数のビームにより光書き込みが行われる装置においては、各ビームの書き込み幅が
異なる場合があり、ビームの位置ずれが問題となる。このようなビームの位置ずれを解消
する方法として、例えば特許文献１には、複数の光源の変調周波数を互いに異ならせる方
法が開示されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、特許文献１に記載の方法では、光源毎に変調周波数を変更するための手
段を設ける必要があり、ビーム数が多い場合には回路規模が大きくなってしまうという問
題がある。
【０００４】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、光源の数の増加に伴う回路規模の増大
を招くことなく、複数のビームの書き込み幅を調整することのできる光書込装置、画像形
成装置および光書込方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、２以上の光源を備えた光書
込装置であって、独立に駆動可能な２以上の光源であって、感光体の副走査方向に離間し
て設置され、前記２以上の光源から射出される各ビームの前記感光体面への到達距離の異
なる前記２以上の光源と、前記２以上の光源から射出された２以上のビームのタイミング
制御データ間の位相を、各ビームの主走査方向に連続した前記感光体上のビーム位置のず
れ量に基づいて決定された量であって、前記ビーム位置に応じて異なる位相変化量だけ変
更する位相制御手段と、前記位相制御手段により位相が変更された各ビームそれぞれのタ
イミング制御データを同一クロックで変調する変調手段とを備えたことを特徴とする。
【０００６】
　また、本発明の他の形態は、２以上の光源を備えた画像形成装置であって、独立に駆動
可能な２以上の光源であって、感光体の副走査方向に離間して設置され、前記２以上の光
源から射出される各ビームの前記感光体面への到達距離の異なる前記２以上の光源と、前
記２以上の光源から射出された２以上のビームのタイミング制御データ間の位相を、各ビ
ームの主走査方向に連続した前記感光体上のビーム位置のずれ量に基づいて決定された量
であって、前記ビーム位置に応じて異なる位相変化量だけ変更する位相制御手段と、前記
位相制御手段により位相が変更された各ビームそれぞれのタイミング制御データを同一ク
ロックで変調する変調手段とを備えたことを特徴とする。
【０００７】
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　また、本発明の他の形態は、２以上の光源を備えた光書込装置における光書込方法であ
って、前記光書込装置は、独立に駆動可能な２以上の光源であって、感光体の副走査方向
に離間して設置され、前記２以上の光源から射出される各ビームの前記感光体面への到達
距離の異なる前記２以上の光源を備え、前記２以上の光源から射出された２以上のビーム
のタイミング制御データ間の位相を、各ビームの主走査方向に連続した前記感光体上のビ
ーム位置のずれ量に基づいて決定された量であって、前記ビーム位置に応じて異なる位相
変化量だけ変更する位相制御ステップと、前記位相制御ステップで位相が変更された各ビ
ームそれぞれのタイミング制御データを同一クロックで変調する変調ステップとを有する
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、光源の数の増加に伴う回路規模の増大を招くことなく、複数のビーム
の書き込み幅を調整することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、第１の実施の形態にかかる画像形成装置１の主要な構成を示す図である
。
【図２－１】図２－１は、第１光源１１、第２光源１２および感光体３０の位置関係を説
明するための図である。
【図２－２】図２－２は、第１光源１１、第２光源１２および感光体３０の位置関係を説
明するための図である。
【図３】図３は、第１制御部２１の詳細な構成を示すブロック図である。
【図４】図４は、シフト量を説明するための図である。
【図５】図５は、第１制御部２１の回路動作のタイミングチャートを示す図である。
【図６】図６は、第２制御部２２の詳細な構成を示すブロック図である。
【図７】図７は、第２制御部２２の回路動作のタイミングチャートを示す図である。
【図８】図８は、ビーム位置とシフト量指定部２２８により決定されるシフト量の関係を
模式的に示す図である。
【図９】図９は、３つの光源の設置位置を示す図である。
【図１０】図１０は、第２の実施の形態にかかる第２制御部２４のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下に添付図面を参照して、この発明にかかる光書込装置、画像形成装置および光書込
方法の一実施の形態を詳細に説明する。
【００１１】
（第１の実施の形態）
　本実施の形態にかかる画像形成装置は、２つの光源を備え、いわゆるマルチビーム走査
により感光体への光書込が行われる光書込装置を有している。図１は、第１の実施の形態
にかかる画像形成装置１の主要な構成を示す図である。画像形成装置１は、光書込装置１
０と、感光体３０とを備えている。光書込装置１０は、第１光源１１と、第２光源１２と
、第１制御部２１と、第２制御部２２と、クロック生成回路２３とを備えている。第１光
源１１および第２光源１２はそれぞれ第１制御部２１および第２制御部２２による制御の
下、入力された画像データに応じて生成されたＰＭＷ信号にしたがい感光体３０にビーム
を照射する。第１制御部２１および第２制御部２２は、それぞれクロック生成回路２３に
より生成されたクロック単位で画像データを処理し、ＰＷＭ信号を生成する。
【００１２】
　図２－１および図２－２は、第１光源１１、第２光源１２および感光体３０の位置関係
を説明するための図である。第１光源１１および第２光源１２は、図２－１に示すように
、感光体３０の回転方向、すなわち副走査方向に沿って離間して設置されている。さらに
、第１光源１１および第２光源１２から射出されるビームはそれぞれ感光体３０に斜めに
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入射する。すなわち、第１光源１１から感光体３０までのビーム到達距離１１０と、第２
光源１２から感光体３０までのビーム到達距離１２０は異なる値となる。
【００１３】
　第１光源１１および第２光源１２がこのように感光体３０の副走査方向に離間して設置
されていることに起因して、図２－２に示すように、第１光源１１のビームと第２光源１
２のビームの感光体３０の主走査方向における書き込み幅Ｗ１，Ｗ２がわずかに異なる。
本実施の形態にかかる第１制御部２１および第２制御部２２はこの書き込み幅Ｗ１，Ｗ２
のずれを補正する。
【００１４】
　図３は、第１制御部２１の詳細な構成を示すブロック図である。第１制御部２１は、Ｆ
Ｆ（フリップフロップ回路）２１１と、第１変換回路２１２と、第２変換回路２１３と、
セレクタ２１４と、ＰＷＭ生成回路２１５と、ドライバ２１６と、シフト量指定部２１８
とを有している。
【００１５】
　第１制御部２１に入力された第１画像データは、ＦＦ２１１および第２変換回路２１３
に入力される。ＦＦ２１１は、第１画像データから１クロック遅延した画像信号３０２を
生成し、これを第１変換回路２１２に出力する。
【００１６】
　これにより、同一タイミングにおいて、第１変換回路２１２および第２変換回路２１３
には、主走査方向に連続した２画素分の画像信号が入力される。第１変換回路２１２は、
入力された４ビットの画像信号３０２を３２ビットの画像信号３０４に変換する。そして
、変換後の画像信号３０４をセレクタ２１４に出力する。
【００１７】
　第２変換回路２１３は、第１変換回路２１２と同様の構成であり、ＦＦ２１１を介さず
に直接外部から入力された４ビットの画像信号３００を３２ビットの画像信号３０３に変
換する。そして、変換後の画像信号３０３をセレクタ２１４に出力する。
【００１８】
　セレクタ２１４は、第１変換回路２１２および第２変換回路２１３から入力された画像
信号３０４および画像信号３０３を接続し、６４ビットの画像信号を得る。ここで、得ら
れた６４ビットの画像信号は、２画素分に相当する画像信号である。
【００１９】
　セレクタ２１４は、得られた６４ビット画像信号から３２ビットデータを切り出す。そ
して、切り出した３２ビットの画像信号３０５をＰＷＭ生成回路２１５に出力する。
【００２０】
　なお、セレクタ２１４は、シフト量指定部２１８により指定されたシフト量に基づいて
、切り出す位置を特定する。ここで、シフト量とは、６４ビットの画像信号から切り出す
３２ビットデータの先頭位置までの移動量である。図４は、シフト量を説明するための図
である。図４に示すように、例えば、シフト量０が指定された場合には、２画素分のデー
タに相当する６４ビットデータから、１画素目（第１画素）に相当する３２ビットデータ
がセレクタ２１４から出力される。シフト量１５が指定された場合には、１画素目の１７
ビット目から２画素目の１６ビット目までの３２ビットデータがセレクタ２１４から出力
される。シフト量３１が指定された場合には、２画素目（第２画素）に相当する３２ビッ
トデータがセレクタ２１４から出力される。このように、セレクタ２１４は、連続した２
画素分の画像信号から位相をずらした１画素幅のデータを出力する。
【００２１】
　なお、第１制御部２１のシフト量指定部２１８は、シフト量として固定値を指定する。
シフト量指定部２１８は、具体的には、最大シフト量の１／２の値を固定値として指定す
る。本実施の形態においては最大シフト量は３１であり、シフト量指定部２１８が指定す
る固定値は１５である。セレクタ２１４およびシフト量指定部２１８は、位相制御手段に
相当する。
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【００２２】
　ＰＷＭ生成回路２１５は、入力された３２ビットの画像信号３０５を１／３２分解能の
ＰＷＭ信号３０６に変換し、ドライバ２１６に出力する。ドライバ２１６は、画像信号３
０６にしたがい、第１光源１１を駆動する。ＰＷＭ生成回路２１５は、変調手段に相当す
る。
【００２３】
　図５は、第１制御部２１の回路動作のタイミングチャートを示す図である。ＦＦ２１１
および第２変換回路２１３に入力される第１画像信号３００および第１画像信号３０１は
同一画像データである。ＦＦ２１１から出力される画像信号３０２は、第１画像信号３０
０を１クロック分遅延させた信号である。画像信号３０３は、画像信号３０１を３２ビッ
トデータに変換したものであり、画像信号３０４は、画像信号３０２を３２ビットデータ
に変換したものである。画像信号３０３＋３０４は、画像信号３０３と画像信号３０４を
接続したデータであり、セレクタ２１４により得られるデータである。
【００２４】
　第１制御部２１においては、シフト量指定部２１８によりシフト量１５が指定されるの
で、セレクタ２１４から、画像信号３０５として、画像信号３０３の後半１６ビットと画
像信号３０４の前半１６ビットが接続された画像信号が出力される。そして、この画像信
号３０５によりＰＷＭ信号３０６が生成される。
【００２５】
　図６は、第２制御部２２の詳細な構成を示すブロック図である。第２制御部２２の構成
は、第１制御部２１の構成とほぼ同様であるが、第２制御部２２は、第１制御部２１の構
成に加えて、ビーム位置特定部２２７をさらに備えている。
【００２６】
　ビーム位置特定部２２７は、クロック生成回路２３により生成されたクロック数をカウ
ントすることにより、第１光源１１の主走査方向におけるビーム位置を特定する。具体的
には、例えば感光体３０の主走査方向の走査開始位置に設けられた同期検知素子（図示せ
ず）が同期検知したタイミングからのクロック数に応じてビーム位置を特定する。
【００２７】
　シフト量指定部２２８は、ビーム位置特定部２２７により特定されたビーム位置に基づ
いて、シフト量を決定する。そして、決定したシフト量をセレクタ２２４に指定する。な
お、セレクタ２２４、シフト量指定部２２８は、位相制御手段に相当する。また、ＰＷＭ
生成回路２２５は、変調手段に相当する。
【００２８】
　図７は、第２制御部２２の回路動作のタイミングチャートを示す図である。シフト量が
０の場合には、図７に示すように、セレクタ２２４から、画像信号３２５として画像信号
３２３と同一の画像信号が出力される。そして、この画像信号３２５によりＰＷＭ信号３
２６が生成される。
【００２９】
　シフト量が１５の場合には、セレクタ２２４から画像信号３２５として、画像信号３２
３の後半１６ビットと画像信号３２４の前半１６ビットが接続された画像信号が出力され
る。そして、この画像信号３２５によりＰＷＭ信号３２６が生成される。
【００３０】
　シフト量が３１の場合には、セレクタ２２４から画像信号３２５として、画像信号３２
４と同一の画像信号が出力される。そして、この画像信号３２５によりＰＷＭ信号３２６
が生成される。
【００３１】
　図７に示すように、異なるシフト量に対して得られた画像信号３２５から生成されるＰ
ＷＭ信号３２６は異なるデータとなる。したがって、第１制御部２１におけるシフト量を
固定値としつつ、第２制御部２２におけるシフト量をビーム位置に応じてシフト量を変化
させていくことにより、全体として第２光源１２による感光体３０への書き込み幅を増加
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または減少させることができる。
【００３２】
　図８は、ビーム位置とシフト量指定部２２８により決定されるシフト量の関係を模式的
に示す図である。例えば、第２光源１２により形成される書き込み幅を１画素分拡大する
場合には、シフト量指定部２２８は、主走査方向における始点と終点の間において、シフ
ト量を３１から０までビーム位置に応じて変化させる。一方、第２光源１２により形成さ
れる書き込み幅を１画素分縮小する場合には、シフト量指定部２２８は、主走査方向にお
ける書き込みの開始位置と終了位置の間において、シフト量を０から３１までビーム位置
に応じて変化させる。
【００３３】
　書き込み幅を拡大する場合には、シフト量指定部２２８は、まずシフト量の初期値を３
１に設定しておく。さらに、主走査方向の距離Ｗｘと、１クロック毎に加算する数Ｎをレ
ジスタ（図示せず）に設定しておく。そして、１クロック毎にＮを加算していき、加算結
果がＷｘを超えた場合にシフト量を１減ずる。以上の処理により、主走査幅Ｗ２において
均等な間隔でシフト量を３１から０まで変化させることができる。すなわち、主走査幅Ｗ

２において歪みなく一様に書き込み幅を拡大することができる。
【００３４】
　一方、書き込み幅を縮小する場合には、シフト量指定部２２８は、シフト量の初期値を
０に設定しておく。さらに、主走査方向の距離Ｗｘと、加算する数Ｎをレジスタに設定し
ておき、１クロック毎にＮを加算していき、加算結果がＷｘを超えた場合に、シフト量を
１加算する。これにより、主走査幅Ｗ２において、シフト量を０から３１まで変化させる
ことができる。以上の処理により、縮小の場合においても、主走査幅Ｗ２において均等な
間隔でシフト量を変化させることができる。
【００３５】
　以上のように、本実施の形態にかかる画像形成装置１は、単一クロックの制御の下、第
１光源１１のＰＷＭ信号の位相を固定とし、第２光源１２のＰＷＭ信号の位相をビーム位
置に応じて徐々に変化させることにより、第１光源１１と第２光源１２のＰＷＭ信号の位
相を異ならせる。このように位相を異ならせることにより光源の数の増加に伴う回路規模
の増大を招くことなく、２つのビームの書き込み幅を調整することができる。
【００３６】
　なお、第１の実施の形態にかかる画像形成装置１においては、第１光源１１の書き込み
幅を固定とし、第２光源１２の書き込み幅を補正することとしたが、第１の変更例として
は、第２光源１２の書き込み幅を固定とし、第１光源１１の書き込み幅を補正することと
してもよい。
【００３７】
　また、第２の変更例としては、第１光源１１および第２光源１２両方の書き込み幅を補
正すべく、第１光源１１および第２光源１２両方のＰＷＭ信号の位相をビーム位置に応じ
て変化させてもよい。例えば第２光源１２の書き込み幅を１画素分縮小させる場合には、
第１光源１１のシフト量を１５から０まで変化させ、第２光源１２のシフト量を１６から
３１まで変化させればよい。このように、第１光源１１と第２光源１２のＰＷＭ信号の位
相が異なればよく、いずれのＰＷＭ信号の位相を変更してもよい。
【００３８】
　また、第３の変更例としては、画像形成装置１は、３つ以上の光源を備えてもよい。こ
の場合、光書込装置は、光源それぞれに対応する制御部を備える。なお、各制御部は、ク
ロック生成回路により生成された同一のクロックにより動作する。図９は、３つの光源の
設置位置を示す図である。このように、第１光源１１と、第２光源１２と、第３光源１３
とが感光体３０上の副走査方向に沿って配列されている場合には、基準となる光源（ここ
では、第１光源１１とする）のシフト量を固定値とし、基準となる光源以外の光源（ここ
では、第１光源１２および第３光源１３）のシフト量をビーム位置に応じて変化させる。
さらに、この場合には、第１光源１１との距離に応じて、第２光源１２および第３光源１
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３のＰＷＭ信号のシフト量の変化量を異ならせる。
【００３９】
　具体的には、第２光源１２および第３光源１３による書き込み幅を増加させる場合には
、第２光源１２におけるシフト量をビーム位置に応じて開始位置から終了位置に向かって
１５から０に減少させる。さらに、第３光源１３におけるシフト量をビーム位置に応じて
開始位置から終了位置に向かって３１から０に減少させる。
【００４０】
　また、第２光源１２および第３光源１３による書き込み幅を縮小させる場合には、第２
光源１２におけるシフト量をビーム位置に応じて開始位置から終了位置に向かって１５か
ら３１に増加させる。さらに、第３光源１３におけるシフト量をビーム位置に応じて開始
位置から終了位置に向かって０から３１に減少させる。
【００４１】
　また、第４の変更例としては、本実施の形態においては、１つの感光体３０に対応する
構成について説明したが、画像形成装置が４色の色版により画像を形成する、４つの感光
体と４つの光書込装置を備える装置である場合の各感光体と各光書込装置の構成および動
作は、実施の形態において説明した感光体と光書込装置の構成および動作と同様である。
このように、４つの感光体を有する画像形成装置においては、各色版において複数のビー
ムの書き込み幅の違いに起因した画像異常が生じるのを防ぐことができるので、４つの色
版を重ね合わせた際の各色間の位置精度を向上させることができる。すなわち、カラー画
像の品質を向上させることができる。
【００４２】
　また、第５の変更例としては、入力画像データは４ビット以外のビット数のデータであ
ってもよい、また、本実施の形態においては、ＰＷＭ分解能を１／３２としたが、位相を
ずらすことにより画像に異常が生じない程度の分解能であればよく、ＰＷＭ分解能は、実
施の形態に限定されるものではない。
【００４３】
（第２の実施の形態）
　次に、第２の実施の形態にかかる画像形成装置について説明する。第２の実施の形態に
かかる画像形成装置は、各光源の書き込み幅を検出し、各光源の書き込み幅に基づいて、
シフト量を決定する。
【００４４】
　図１０は、第２の実施の形態にかかる第２制御部２４のブロック図である。第２の実施
の形態にかかる第２制御部２４は、第１の実施の形態にかかる第２制御部２２の構成に加
えて、シフト量決定部２２９をさらに備えている。また、感光体３０の両端には、２つの
光センサとしての同期検知素子３１，３２が設けられている。第１同期検知素子３１は、
主走査方向における書き込みの開始位置を通過するビームを検知すると、検知信号を出力
する。同様に、第２同期検知素子３２は、主走査方向における書き込みの終了位置を通過
するビームを検知すると、検知信号を出力する。
【００４５】
　シフト量決定部２２９は、第１同期検知素子３１および第２同期検知素子３２による検
知結果から、第１光源１１および第２光源１２による書き込み幅を計測する。具体的には
、計測対象となるビームのみを点灯し、第１同期検知素子３１から出力された検知信号と
第２同期検知素子３２から出力された検知信号の出力時間間隔である間隔時間を算出する
。間隔時間は、書き込み幅に相当する値である。第１光源１１および第２光源１２から感
光体３０までの到達距離が異なることに起因し、第１光源１１および第２光源１２に対し
て得られた間隔時間に違いが生じる。シフト量決定部２２９は、この間隔時間の差分に基
づいて、主走査方向への走査において変化させるシフト量の変化幅を決定する。なお、シ
フト量決定部２２９は、位相変化量決定手段に相当する。
【００４６】
　例えば、第１光源１１のビームから算出された間隔時間が５００ｕｓ（１５１１８クロ
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であったとする。５００．０３ｕｓは、１５１１８＋２９／３２クロックに相当すること
から、シフト量決定部２２９は、この場合、第２光源１２のシフト量の変化幅を２９と決
定する。なお、第１光源１１のシフト量は、第１の実施の形態と同様に、１５に固定され
ている。
【００４７】
　シフト量指定部２２８は、シフト量決定部２２９により決定されたシフト量の幅にした
がい、ビーム位置特定部２２７により特定されたビーム位置に応じて、シフト量を３１か
ら２まで２９の変化幅だけ変化させる。
【００４８】
　このように、第２の実施の形態にかかる画像形成装置においては、第１光源１１および
第２光源１２の書き込み幅を測定し、測定結果に応じてシフト量の変化幅を決定すること
ができる。
【００４９】
　なお、画像形成装置は、コピー機能、プリンタ機能、スキャナ機能およびファクシミリ
機能のうち少なくとも２つの機能を有する複合機であってもよく、複写機、プリンタ、ス
キャナ装置、ファクシミリ装置等の画像形成装置であればいずれにも適用することができ
る。
【符号の説明】
【００５０】
　１　画像形成装置
　１０　光書込装置
　１１　第１光源
　１２　第２光源
　１３　第３光源
　２１　第１制御部
　２２，２４　第２制御部
　２３　クロック生成回路
　３０　感光体
　３１　第１同期検知素子
　３２　第２同期検知素子
　２１２，２２２　第１変換回路
　２１３，２２３　第２変換回路
　２１４，２２４　セレクタ
　２１５，２２５　ＰＭＷ生成回路
　２１６，２２６　ドライバ
　２１８，２２８　シフト量指定部
　２２７　ビーム位置特定部
　２２９　シフト量決定部
【先行技術文献】
【特許文献】
【００５１】
【特許文献１】特許第３８５０５９３号公報
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